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十勝国有林の地域別の森林計画の変更について

【変更理由】

 次の理由から森林法第７条の２第３項において準用する同法第５条第５項の規定に基づ

き、変更する。

１ ナラ枯れ被害について、令和６年 12 月 19 日に開催された「ナラ枯れ被害拡大防止

対策会議」の結果から被害拡大防止に向けた対策を一層強化することが必要と判断し、

森林の保全に関する事項を変更する。

２ 自然公園について、「日高山脈襟裳国定公園」の範囲が拡大され新たに「日高山脈

襟裳十勝国立公園」に指定されたことから、制限林の所在及び面積に関する計画を変

更する。

   なお、本変更計画は、令和７年４月 1 日から適用する。

【変更項目】

  １ 本文については、変更等を行う項目に係る部分を掲載しており、文中の下線部が

変更・追加箇所である。

  ２ 第Ⅲの別表については変更となる別表のみを掲載している。



－地域別変更1－ 

【現行計画】

Ⅱ 計画事項

第４ 森林の保全に関する事項

４ 森林病害虫の駆除及び予防その他森林の保護に関する事項

（１）森林病害虫等の被害対策の方針

      森林病害虫等による被害の防止対策の推進等については、被害の早期発見に努める

とともに、試験研究機関等と連携し、発生原因の究明及び早期防除に努める。

【変更計画】

Ⅱ 計画事項

第４ 森林の保全に関する事項

４ 森林病害虫の駆除及び予防その他森林の保護に関する事項

（１）森林病害虫等の被害対策の方針

      森林病害虫等による被害の防止対策の推進等については、被害の早期発見に努める

とともに、試験研究機関等と連携し、発生原因の究明及び早期防除に努める。

特に、ナラ枯れ被害については、渡島檜山森林計画区において北海道内で初めて確

認され、拡大しているところである。そのため、本計画区においては、ナラ枯れ被害

が今後発見された場合は、関係機関が連携して被害木を早期発見するために巡視活動

を行うよう取り組むこととする。

さらに、被害発生地の状況を考慮した上で適切に処理を行うなど、関係機関が連携

してナラ枯れ被害の拡大防止に努めることとする。



【現行計画】
Ⅲ 別表
別表７　法令により施業について制限を受けている森林の施業方法

単位　面積：ha

国
定
公
園

（略）

1006～1008、1017～1024、1058～1061、1074、
1075、1083、1084、1088、1089、1097、1098、
1103、1104、1110

（略） （略） （略）

（略） （略） （略）

（略） （略） （略）

（略） （略） （略）

※Ⅱ-第６-１
-（３）の表
のとおり。

日
高
山
脈
襟
裳
国
定
公
園

芽室町
264

国
立
公
園

大
雪
山
国
立
公
園

阿
寒
摩
周
国
立
公
園

2019～2022、2024～2027、2067～2070、2073、
2100～2102、2105、2106

広尾町

小　計
(25,295.67)

2.02

小　計

第一種
特別地域

帯広市

(6,065.17)

(11,491.06)

(2,624.25)
広尾町

(666.92)

2.02

(2,126.49)

291、294、296、297、303、304

清水町
19、22～24、27、28、33～37

1019、1022

(8,416.08)

0.22

(2,321.78)

※Ⅱ-第６-１
-（３）の表
のとおり。561.04

(97,432.91)

991.63
計

特別保護
地区

小　計

第二種
特別地域

小　計

※Ⅱ-第６-１
-（３）の表
による

小　計

第一種
特別地域

366.21

(13,756.12)

(11,803.37)

48.32

(12,318.38)

16.06

(59,555.04)

第三種
特別地域

種　類

森林の所在

面　積

施業方法

備　考
市町村 区　域

伐 採
方 法

その他

2017～2029、2043、2065～2070、2073、2100～
2106

特別保護
地区

帯広市
292～294、296、297、303

小　計

0.22

(1,415.58)

(109.45)

(1,104.93)

(3,181.28)

(2,604.84)

中札内村
365～368、370、371

大樹町

芽室町
254、256～259、262、263

中札内村
360～366、368、369、372～374

大樹町
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単位　面積：ha

種　類

森林の所在

面　積

施業方法

備　考
市町村 区　域

伐 採
方 法

その他

注 ）（　）書の数値は重複制限林で外数である。

（略）

小　計

計

18、19、22、23、44

芽室町
262,263,265

中札内村
351、353、354、375

広尾町
1017、1020、1021、1025

※Ⅱ-第６-１
-（３）の表
のとおり。

日
高
山
脈
襟
裳
国
定
公
園

清水町
27、28、33～38、41～44、46

芽室町
247、248

中札内村
354～359、369～374

大樹町
2071

国
定
公
園

第二種
特別地域

小　計

帯広市
291～294

広尾町

1006～1008、1018～1025、1057～1062、1073～
1076、1083、1084、1088～1090、1097、1098、
1103、1104、1142～1145

(2,793.57)

36.51

(565.26)

3.51

(1,890.66)

0.51

(235.17)

(934.53)

61.81

0.46

(2,880.86)

8.88

(48,738.78)

第三種
特別地域

帯広市
295、296

清水町

0.93

(334.55)

4.39

(497.07)

(722.86)

50.69

(470.86)

3.10

(855.52)

(5,726.98)

10.16

(12,146.17)
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【変更計画】
Ⅲ 別表
別表７　法令により施業について制限を受けている森林の施業方法

単位　面積：ha

（略） （略） （略）

小　計
(23,751.81)

85.49

広尾町
1006～1008、1017、1018、1020、1021、1023、
1024、1058、1097、1099、1103、1104、1110、
1133

(1,990.46)

第一種
特別地域

帯広市 291、308、328、330、331、333、334
(1,771.48)

（略） （略） （略）

中札内村 352～358、369、372～374
(2,816.63)

36.51

大樹町 2040、2045、2100、2102
(1,170.01)

18、19、23、24、27、28、33、37、38、41、42
(1,822.00)

0.66

芽室町 254、256～260、262、271、272
(2,377.86)

清水町

19、22～24、27、28、33～37
(848.63)

1.60

（略） （略） （略）

小　計
(47,110.00)

17.88

大樹町
2017～2029、2040、2042～2044、2065～2073、
2099～2106

(14,669.07)

広尾町
1006、1018、1019、1022、1023、1059～1061、
1074、1075、1083、1084、1088、1089、1097、
1098、1103

(2,600.20)

（略）

国
立
公
園

特別保護
地区

帯広市 291～294、296、297、303、304
(5,108.25)

※Ⅱ-第６-
１-（３）の
表による

日
高
山
脈
襟
裳
十
勝
国
立
公
園

大
雪
山
国
立
公
園

阿
寒
摩
周
国
立
公
園

（略）

芽室町 257～259、262～265、271～273
(1,963.31)

中札内村 359～373
(9,602.16)

0.22

（略） （略）

（略） （略） （略）

清水町

種　類
森林の所在

面　積
施業方法

備　考
市町村 区　域

伐 採
方 法

その他
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単位　面積：ha

種　類
森林の所在

面　積
施業方法

備　考
市町村 区　域

伐 採
方 法

その他

計
(174,131.21)

1,293.67

（略） （略） （略）

小　計
(76,264.54)

709.42

国
立
公
園

(5,884.49)

136.32

0.93

中札内村 351～354、375～376
(987.11)

4.45

清水町 43、44
(502.73)

芽室町 257、262、266、267、271
(550.29)

第三種
特別地域

帯広市
290、293～296、298、301、302、305～309、
327、328

(2,882.41)

6.67

（略） （略） （略）

大樹町
2014、2015、2030～2032、2039、2041、2046、
2049、2057、2062～2064、2074、2075、2092、
2097～2099、2107

(5,902.47)

0.01

広尾町

1003～1005、1009、1012～1015、1017、1021、
1025、1037、1038、1040～1042、1055～1057、
1063、1078、1079、1082、1086、1087、1090～
1092、1095、1096、1098～1105、1109、1116～
1118

（略） （略） （略）

小　計
(27,004.86)

480.88

(2,450.13)

97.90

広尾町

1005、1006、1008、1018、1020、1021、1024～
1026、1039、1058～1062、1072～1076、1083～
1085、1088、1089、1094、1097、1098、1111、
1119、1126、1127、1133、1142～1145

(5,968.40)

16.17

第二種
特別地域

中札内村 376
(36.68)

日
高
山
脈
襟
裳
十
勝
国
立
公
園

大
雪
山
国
立
公
園

阿
寒
摩
周
国
立
公
園

（略） （略） （略）

清水町 22～24、26～28、33～44、46
(2,310.21)

0.60

芽室町

帯広市 305～308、310、327、335
(1,154.77)

※Ⅱ-第６-
１-（３）の
表による

247、248、258、259、263、265、272、273、
277、278

(1,328.55)

大樹町
2015、2016、2046、2062、2071、2072、2088、
2098、2099、2102～2103
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単位　面積：ha

種　類
森林の所在

面　積
施業方法

備　考
市町村 区　域

伐 採
方 法

その他

注 ）（　）書の数値は重複制限林で外数である。

（略）

国
定
公
園

削除

日
高
山
脈
襟
裳
国
定
公
園
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